
 

お知らせ（薬）００３  
平成２１年５月１５日  

 
医薬品マスターの変更について  

 
 今般、下記のとおり医薬品マスターを変更いたしましたのでお知らせします。 
 

記  
 
１ 平成２１年３月３１日付け厚生労働省告示第２４１号に基づく「収載方式

等識別」の変更の訂正（１コード）  
（変更区分「５」）             適用 平成２１年４月１日  

収載方式等識別 医薬品 

コード 
医薬品名 

訂正前 訂正後 

薬価基準 

コード 

641220017 
塩化ツボクラリン０．３％１ｍＬ

注射液 
0 8 1226400A1015 

 
 
２ 前１の告示に伴う商品名医薬品に係る「収載方式等識別」の変更（３コー

ド）  
（変更区分「５」）             適用 平成２１年４月１日  

収載方式等識別 医薬品 

コード 
医薬品名 

変更前 変更後 

薬価基準 

コード 

610444158 レナベリック錠５ ５ｍｇ 8 1 2144002F2012 

610444159 レナベリック錠１０ １０ｍｇ 8 1 2144002F3019 

646120079 ロミカシン注射液 ２００ｍｇ 8 1 6123402A3012 

 


